
議会広報広聴特別委員会次第  
 

令 和 ４年 ４月 ８日 （金 ）  

午 後 １時 ３０分 開 議  

第 ３・４委 員 会 室  

   

 

 

１  市 議 会 だより第 １７９号 校 正 会 議 について  

 

２  第 ２２回 議 会 報 告 会 について  

 

３  議 会 報 告 会 の見 直 しについて  

 

４  流 山 市 議 会 S N S 運 営 ガイドラインの見 直 しについて  

 

５  その他  
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流山市議会 議会報告会に関する規定 

 

条例：流山市議会基本条例（逐条解説） 

第３章 市民と議会の関係 

（議会報告会） 

第１０条 議会は、市民への報告と市民との意見交換の場として、議会報告会を行うものとする。 

２ 議会報告会に関することは、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要綱：流山市議会議会報告会実施要綱                平成２２年３月２６日 

議会告示第１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、流山市議会基本条例（平成２１年流山市条例第１０号）第１０条第２項の規定

に基づき、議会報告会（以下「報告会」という。）の実施について必要な事項を定めるものとす

る。 

（開催時期等） 

第２条 報告会は、同一年度内に１回以上開催する。ただし、特別の事情がある場合には、この限

りではない。 

２ 報告会は、班体制で行うものとする。 

（報告会の内容） 

第３条 報告会の内容は、次に掲げる事項とする。 

（１）定例会及び臨時会の概要報告 

（２）市民との意見交換 

（３）その他議長が必要と認める事項 

（班の構成） 

第４条 報告会における班の構成は、流山市議会議員（以下「議員」という。）の所属委員会、所

属会派、期別等を基準として、議会広報広聴特別委員会（以下「広報委員会」という。）が定め

る。 

 

資料１ 

（R4.4.8 広報広聴） 

◆第１０条の解説◆ 

前条第２項の「市民との意見交換の場」の１つとして、議会自らが積極的に地域に出向き、

直接、市民に対して政策提言など議会活動の状況を報告し、市政に関する情報を提供す

るとともに、市民の関心や意見を直接お聞きする貴重な機会として議会報告会を位置づ

けて実施していくことを規定しています。なお、議会報告会の開催単位や報告会での議員

の役割等の詳細については、別途定めていくことを規定しています。 

←別に定めたのが、「議会報告会実施要綱」 
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（編成等） 

第５条 班は、議員で構成し、原則として４班編成とする。 

２ 班の構成人数は、広報委員会で協議する。 

３ 班に代表者１人を置く。 

４ 代表者は、それぞれの班において互選する。 

５ 班における議員の役割は、班の構成議員が協議して代表者が決定する。 

（開催内容等） 

第６条 報告会の日程、次第、会場及び報告事項については、広報委員会で協議して決定する。 

２ 広報委員会の委員長は、前項の規定により決定した内容を議長に報告するとともに、議長の

了承を得て、それぞれの班の代表者に伝達するものとする。 

（資料） 

第７条 報告会での配布資料は、必要に応じて班において準備するものとする。 

（記録） 

第８条 報告会の記録は、班の構成議員が行うものとする。 

２ 報告会の記録内容は、要点記録とすることができる。 

（報告書） 

第９条 各班の代表者は、報告会終了後において速やかに、広報委員会の委員長に報告書を提

出するものとする。 

２ 広報委員会の委員長は、各班から前項の報告書が提出されたときは、速やかに議長に対して

その旨を報告するものとする。 

３ 第１項の規定により提出のあった報告書の概要は、流山市議会ホームページに掲載するもの

とする。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１１月４日議会告示第１号） 

この要綱は、令和２年１１月４日から施行する。 
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流山市議会 Facebook 運営ガイドライン  

 

F a c e b o o k と は  

 F a c e b o o k と は 、米 国 で 生 ま れ た ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー

キ ン グ サ ー ビ ス （ Ｓ Ｎ Ｓ ） で 、 実 名 登 録 で 利 用 す る の が

特 徴 で す 。  

 

目 的  

 F a c e b o o k を 広 報 媒 体 と し て 利 用 し 、流 山 市 議 会 に 関 す

る 情 報 を 、 広 く 伝 え る た め 、 そ の 運 営 に 関 す る 具 体 的 な

手 順 や ル ー ル を こ の ガ イ ド ラ イ ン で 定 め ま す 。  

 

適 用 範 囲  

 こ の ガ イ ド ラ イ ン は 、本 市 議 会 公 式 F a c e b o o k を 利 用 す

る 全 て の 者 に 適 用 し ま す 。  

 

運 営 に 関 し て  

・流 山 市 議 会 公 式 F a c e b o o k ペ ー ジ（ 以 下 、本 ペ ー ジ ）の

運 営 者 は 流 山 市 議 会 と し 、 投 稿 及 び 事 務 管 理 は 流 山 市 議

会 事 務 局 が 行 い ま す 。  

 

投 稿 ・ コ メ ン ト  

・ 投 稿 内 容 は 、 原 則 と し て 流 山 市 議 会 に 関 す る 情 報 と し

ま す 。  

(１ ） 定 例 会 ・ 臨 時 会 ・ 委 員 会 の 日 程  

(２ )  他 議 会 か ら の 行 政 視 察 に つ い て  

（ ３ ）流 山 市 議 会 に 関 す る イ ベ ン ト・行 事 等 の お 知 ら せ  

(４ ） そ の 他 、 必 要 と 認 め ら れ た こ と に つ い て  

 

・ F a c e b o o k に 投 稿 さ れ た 問 い 合 わ せ に つ い て は 、返 信 い

た し か ね ま す 。 皆 さ ま か ら い た だ い た コ メ ン ト に つ い て

は 、 大 変 あ り が た く 思 っ て お り ま す が 、 業 務 関 係 上 、 回

資 料 ２－１  

（ R 4 . 4 . 8  広 報 広 聴 ）  

と結 果 報 告  
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答 が 必 要 な ご 質 問 ・ ご 意 見 等 は 、 メ ー ル 、 ま た は お 電 話

に て ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

・ 以 下 禁 止 事 項 に つ い て に 該 当 す る コ メ ン ト は 削 除 す る

場 合 が あ り ま す 。  

 

遵 守 事 項 に つ い て  

こ の ガ イ ド ラ イ ン の 他 、 F a c e b o o k の 利 用 規 約 、

F a c e b o o k の 原 則 、 関 連 法 令 等 を 遵 守 す る こ と 。  

 

禁 止 事 項 に つ い て  

本 ペ ー ジ に 対 し て 、 以 下 の よ う な 行 為 は ご 遠 慮 く だ さ

い 。 ユ ー ザ ー の 行 為 が 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、

投 稿 の 削 除 、 ア カ ウ ン ト の ブ ロ ッ ク や 削 除 を す る 場 合 が

ご ざ い ま す 。  

・ 本 人 の 承 諾 な く 個 人 情 報 を 特 定 、 開 示 、 漏 洩 す る も の  

・ 本 議 会 ま た は 第 三 者 の 名 誉 、 信 用 を 傷 つ け た り 、 誹 謗

中 傷 す る も の  

・ 本 議 会 ま た は 第 三 者 の 著 作 権 、 肖 像 権 、 知 的 財 産 権 を

侵 害 す る も の  

・ 公 序 良 俗 に 反 す る 内 容 、 違 法 ま た は 反 社 会 的 な も の  

・ 選 挙 運 動 、 宗 教 活 動 ま た は こ れ ら に 類 似 す る 内 容  

・ 他 の ユ ー ザ ー ま た は 第 三 者 等 に な り す ま す も の  

・ 投 稿 が 広 告 ・ 宣 伝 目 的 の も の 、ま た 、 F a c e b o o k 外 の サ

イ ト に 誘 導 さ れ た 場 合 に そ の サ イ ト が 広 告 ・ 宣 伝 目 的 の

も の （ ア フ ェ リ エ イ ト ）  

・ F a c e b o o k が 定 め る 不 正 行 為 に 該 当 す る も の  

・ 本 ペ ー ジ の 趣 旨 に 関 係 の な い も の  

・ そ の 他 、 運 営 者 が 不 適 切 と 判 断 し た も の  

（ 原 則 、 そ の 判 断 は 議 長 と す る 。 た だ し 、 急 を 要 す る 場

合 は 議 会 広 報 広 聴 特 別 委 員 長 判 断 と す る 。）  
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免 責 事 項 に つ い て  

・ 本 ペ ー ジ へ の 投 稿 は 細 心 の 注 意 を 払 っ て 行 っ て お り ま

す が 、 情 報 の 正 確 性 、 完 全 性 、 有 用 性 に つ い て 保 証 す る

も の で は あ り ま せ ん 。  

・ 本 ペ ー ジ を 利 用 す る こ と で 生 じ た 直 接 ・ 間 接 的 な 損 失

に つ い て は そ の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

・ 本 ペ ー ジ は 、 予 告 な く 運 営 方 針 の 変 更 や 運 営 方 法 の 見

直 し ま た は 運 営 の 中 止 を す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

停 止 ま た は 削 除  

F a c e b o o k の 運 営 が 困 難 と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、市 議 会

ホ ー ム ペ ー ジ に 明 記 し た う え で 速 や か に F a c e b o o k を 停

止 、 ま た は ア カ ウ ン ト を 削 除 す る も の と し ま す 。  

 

そ の 他  

こ の ガ イ ド ラ イ ン に 定 め が な い 事 項 に つ い て は 、 運 営

者 が 適 切 な 判 断 と 行 う も の と し ま す 。  
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流山市議会 Twit ter 運営ガイドライン  

 

T w i t t e r と は  

 T w i t t e r と は 、 米 国 で 生 ま れ た ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー

キ ン グ サ ー ビ ス （ Ｓ Ｎ Ｓ ） で 、 1 4 0 文 字 以 内 の 「 ツ イ ー

ト 」 と 称 さ れ る 短 文 を 投 稿 で き る 情 報 サ ー ビ ス で す 。  

 

目 的  

 T w i t t e r  を 広 報 媒 体 と し て 利 用 し 、 流 山 市 議 会 に 関 す

る 情 報 を 、 広 く 伝 え る た め 、 そ の 運 営 に 関 す る 具 体 的 な

手 順 や ル ー ル を こ の ガ イ ド ラ イ ン で 定 め ま す 。  

 

適 用 範 囲  

 こ の ガ イ ド ラ イ ン は 、 本 市 議 会 公 式 T w i t t e r を 利 用 す

る 全 て の 者 に 適 用 し ま す 。  

 

運 営 に 関 し て  

本 市 議 会 公 式 T w i t t e r ア カ ウ ン ト （ 以 下 、 本 ア カ ウ ン

ト ） の 運 営 者 は 流 山 市 議 会 と し 、 投 稿 及 び 事 務 管 理 は 流

山 市 議 会 事 務 局 が 行 い ま す 。  

 

投 稿 ・ コ メ ン ト  

・ 投 稿 内 容 は 、 原 則 と し て 流 山 市 議 会 に 関 す る 情 報 と し

ま す 。  

(１ ） 定 例 会 ・ 臨 時 会 ・ 委 員 会 の 日 程  

（ ２ ） 他 議 会 か ら の 行 政 視 察 に つ い て  

(３ )流 山 市 議 会 に 関 す る イ ベ ン ト ・ 行 事 等 の お 知 ら せ  

(４ ） そ の 他 、 必 要 と 認 め ら れ た こ と に つ い て  

 

・本 ア カ ウ ン ト に 対 し い た だ い た 問 い 合 わ せ に つ い て は 、

返 信 い た し か ね ま す 。 皆 さ ま か ら い た だ い た コ メ ン ト に

つ い て は 、 大 変 あ り が た く 思 っ て お り ま す が 、 業 務 関 係

資 料 ２－２  

（ R 4 . 4 . 8  広 報 広 聴 ）  

と結 果 報 告  
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上 、 回 答 が 必 要 な ご 質 問 ・ ご 意 見 等 は 、 メ ー ル 、 ま た は

お 電 話 に て ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

 

遵 守 事 項 に つ い て  

こ の ガ イ ド ラ イ ン の 他 、T w i t t e r の サ ー ビ ス 利 用 規 約 、

T w i t t e r の 原 則 、 関 連 法 令 等 を 遵 守 し ま す 。  

 

禁 止 事 項 に つ い て  

本 ア カ ウ ン ト に 対 し て 、 以 下 の よ う な 行 為 は ご 遠 慮 く

だ さ い 。 ユ ー ザ ー の 行 為 が 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場

合 、 投 稿 の 削 除 、 ア カ ウ ン ト の ブ ロ ッ ク や 削 除 を す る 場

合 が ご ざ い ま す 。  

・ 本 人 の 承 諾 な く 個 人 情 報 を 特 定 、 開 示 、 漏 洩 す る も の  

・ 本 議 会 ま た は 第 三 者 の 名 誉 、 信 用 を 傷 つ け た り 、 誹 謗

中 傷 す る も の  

・ 本 議 会 ま た は 第 三 者 の 著 作 権 、 肖 像 権 、 知 的 財 産 権 を

侵 害 す る も の  

・ 公 序 良 俗 に 反 す る 内 容 、 違 法 ま た は 反 社 会 的 な も の  

・ 選 挙 運 動 、 宗 教 活 動 ま た は こ れ ら に 類 似 す る 内 容  

・ 他 の ユ ー ザ ー ま た は 第 三 者 等 に な り す ま す も の  

・ 投 稿 が 広 告 ・ 宣 伝 目 的 の も の 、 ま た 、 T w i t t e r 外 の サ

イ ト に 誘 導 さ れ た 場 合 に そ の サ イ ト が 広 告 ・ 宣 伝 目 的 の

も の （ ア フ ェ リ エ イ ト ）  

・ T w i t t e r が 定 め る 不 正 行 為 に 該 当 す る も の  

・ 本 ア カ ウ ン ト の 趣 旨 に 関 係 の な い も の  

・ そ の 他 、 運 営 者 が 不 適 切 と 判 断 し た も の  

（ 原 則 、 そ の 判 断 は 議 長 と す る 。 た だ し 、 急 を 要 す る 場

合 は 議 会 広 報 広 聴 特 別 委 員 長 判 断 と す る 。）  

 

免 責 事 項 に つ い て  

・ 本 ア カ ウ ン ト か ら の ツ イ ー ト は 細 心 の 注 意 を 払 っ て 行
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っ て お り ま す が 、 情 報 の 正 確 性 、 完 全 性 、 有 用 性 に つ い

て 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん 。  

・ 本 ア カ ウ ン ト の ツ イ ー ト を 利 用 す る こ と で 生 じ た 直

接 ・ 間 接 的 な 損 失 に つ い て は そ の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

・ 本 ア カ ウ ン ト は 、 予 告 な く 運 営 方 針 の 変 更 や 運 営 方 法

の 見 直 し ま た は 運 営 の 中 止 を す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

停 止 ま た は 削 除  

T w i t t e r の 運 営 が 困 難 と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 市 議 会

ホ ー ム ペ ー ジ に 明 記 し た う え で 速 や か に T w i t t e r を 停 止 、

ま た は ア カ ウ ン ト を 削 除 す る も の と し ま す 。  

 

そ の 他  

こ の ガ イ ド ラ イ ン に 定 め が な い 事 項 に つ い て は 、 運 営

者 が 適 切 に 判 断 す る も の と し ま す 。  

 


